
品川区発熱外来診療・検査医療機関支援金交付要綱

制定 令和３年３月３日区長決定

要綱第２０号

（趣旨）

第１条 この要綱は、発熱患者等の対応をする区内の医療機関を対象に、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大が続く状況下にあっても、区民が安心して身

近な診療所等を受診できる体制を維持することを目的として、品川区発熱外

来診療・検査医療機関支援金（以下「支援金」という。）を交付することにつ

いて、必要な事項を定めるものとする。

（支援金の交付の対象）

第２条 支援金の交付の対象となる医療機関（以下「交付対象者」という。）は、

区内の医療機関であって、令和３年１月２２日時点において令和２年度イン

フルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金（インフルエン

ザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業）交付要綱（令和２

年９月１５日厚生労働省発健０９１５第８号厚生労働事務次官通知別添）３

の都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関に該当するものとする。

 （支援金の交付額）

第３条 支援金の交付額は、一の交付対象者につき７５，０００円とする。

（支援金の交付申請）

第４条 交付対象者は、別に指定する期日までに発熱外来診療・検査医療機関支

援金申請書（第１号様式）を区長に提出しなければならない。

（支援金の交付決定）

第５条 区長は、前条の規定に基づき交付対象者から申請書を受理したときは、

その内容を審査し、支援金を交付することを適当と認めるときは、発熱外来診

療・検査医療機関支援金交付決定通知書（第２号様式）により交付対象者に通

知するとともに、支援金を交付するものとする。

（交付決定の取消し）

第６条 区長は、交付対象者が、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受

けたときは、交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

（支援金の返還）

第７条 交付対象者は、前条の規定による支援金の交付決定の取消しがあった

場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金の交付を受けてい

るときは、別に指定する期日までに当該支援金を返還しなければならない。

（受給権の譲渡または担保の禁止）



第８条 支援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならな

い。

（適用）

第９条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付については品川区補助金

等交付規則（昭和３９年品川区規則第４号）の規定を適用する。

（委任）

第１０条 この要綱で定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項

は、健康推進部長が定める。

付 則

この要綱は、決定の日から施行する。



第１号様式（第４条関係）

年  月  日

代表者名

金融機関
銀行
信金
信組

支店

金融機関コード

預金種目
口座番号
フリガナ

口座名義

委任状（申請者と口座名義が異なる場合はご記入ください。）

年  月  日
医療機関所在地
医療機関名称／代表者名

万 千 百 十 一

★裏面につづきます

医療機関
所在地

標記支援金について、下記のとおり申請します。

医療機関
名称

〒

電話：    -    -

品川区発熱外来診療・検査医療機関支援金申請書

申請者

私は、上記口座名義人に品川区発熱外来診療・検査医療機関支援金の受取を委任します。

申請金額 \

交付決定後は、下記の口座に振込をして下さい。

振込先
支店コード

１普通

担当者氏名・
連絡先 電話：    -    -

２当座 ３その他（          ）
←右詰めで記入してください。

印

印

捨印

印



（申請書裏面）

振込先金融機関口座確認書類
写し貼り付け

通帳（口座番号が書かれた部分）のコピー
または

キャッシュカードのコピー 等



第２号様式（第５条関係）
年  月  日

万 千 百 十 一

交付予定日

品川区発熱外来診療・検査医療機関支援金交付決定通知書

 さきに申請のありました品川区発熱外来診療・検査医療機
関支援金につきましては、下記のとおり交付することを決定
しましたので、品川区発熱外来診療・検査医療機関支援金交
付要綱第５条の規定に基づき、通知いたします。

交付決定額 ￥


